
十
三

観
光
文

化
ス
ポ
ー
ツ

部
文
化
伝
承

課 号

外�十一
令

和

七

年

四

月

一

日

１

発
掘
調
査
業
務

に
従
事
す
る
職
員

作
業
服

(

上
・
下)

夏
用
・
冬
用

各
一
着

三
年

目

次

規

則

○
岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職
員
厚
生
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
通
訳
案
内
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

観
光
誘
客
推
進
課)

五

○
岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

文
化
伝
承
課)

五

訓

令

甲

○
附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

五

○
岐
阜
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

(
同

)

五

○
岐
阜
県
水
資
源
問
題
協
議
会
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
水

資

源

課)

六

規

則

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
三
十
五
号

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
被
服
貸
与
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
四
の
項
を
削
り
、
同
表
中
五
の
項
を
四
の
項
と
し
、
六
の
項
を
五
の
項
と
し
、
同
表
七
の
項
中

｢

環
境
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課｣

を｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課｣

に
改
め
、
同

項
を
同
表
六
の
項
と
し
、
同
表
八
の
項
中｢

環
境
生
活
部
廃
棄
物
対
策
課｣

を｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生

活
部
廃
棄
物
対
策
課｣

に
改
め
、
同
項
を
同
表
七
の
項
と
し
、
同
表
九
の
項
中｢

環
境
生
活
部
環
境
管

理
課｣

を｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
環
境
管
理
課｣

に
改
め
、
同
項
を
同
表
八
の
項
と
し
、
同
表
十

の
項
中｢

環
境
生
活
部
岐
阜
地
域
環
境
室｣

を｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
岐
阜
地
域
環
境
室｣

に
改

め
、
同
項
を
同
表
九
の
項
と
し
、
同
表
十
一
の
項
を
削
り
、
同
表
中
十
二
の
項
を
十
の
項
と
し
、
同
表

十
三
の
項
中｢

商
工
労
働
部
商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課｣

を｢

商
工
労
働
部
商
工
労
働
政
策
課｣

に

改
め
、
同
項
を
同
表
十
一
の
項
と
し
、
同
表
中
十
四
の
項
を
十
二
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
四
月
一
日



別
表
十
八
の
項
第
一
号
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
表
二
十
九
の
項
を
削
り
、
同
表
中
三
十
の
項
を
二
十
九
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

別
表
三
十
一
の
項
か
ら
三
十
三
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
三
十
四
の
項
第
六
号
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

男
性
職
員｣

を｢

職
員｣

に
、

｢

を

｣

｢

に

｣
改
め
、
同
項
を
同
表
三
十
一
の
項
と
し
、
同
表
中
三
十
五
の
項
を
三
十
二
の
項
と
し
、
三
十
六
の
項
を

三
十
三
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )２

二
着

一
着(

と
畜
検
査
又
は
食
鳥
検
査

に
従
事
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

夏
用
・
冬
用
各
一
着)

三
十

県
税
事

務
所

登
山
靴

作
業
服(

上
・
下)

作
業
服(

上
・
下)

十
四

観
光
文

化
ス
ポ
ー
ツ

部
地
域
ス
ポ

ー
ツ
課

２

軽
油
調
査
の
業

務
に
従
事
す
る
職

員
１

不
動
産
評
価
の

業
務
に
従
事
す
る

職
員

１

現
場
業
務
に
従

事
す
る
職
員(

施

設
管
理
に
関
す
る

業
務
に
従
事
す
る

職
員
に
限
る
。)

一
足
一
着

一
着

一
年

一
年

防
寒
服

予
防
衣

作
業
服

(

上
・
下)

作
業
服

(

上
・
下)

防
寒
服

作
業
服

(

上
・
下)二

年
三
年

三
年

一
着

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

環
境
衛
生
業
務
に
従
事
す
る

女
性
職
員
に
限
る
。

環
境
衛
生
業
務
に
従
事
す
る

職
員
を
除
く
。

三
年

一
年

二
年

三
年

三
年

二
年

軽
油
分
析
調
査

に
従
事
す
る
職

員
に
限
る
。

三
十
四

希
望

が
丘
こ
ど
も

医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
、
知

ゴ
ム
製
前
掛

作
業
帽

予
防
ズ
ボ
ン(

ス
カ

ー
ト)

ゴ
ム
製
前
掛

作
業
帽

予
防
ズ
ボ
ン(

ス
カ

ー
ト)

予
防
ス
カ
ー
ト

一
着(

食
鳥
検
査
に
従
事
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は
、
夏
用
・
冬
用
各

一
着)

２

保
育
士

１

医
師
及
び
薬
剤

師
一
枚

一
個

一
着

一
枚

一
個

一
着

一
着

一
年

予
防
衣

予
防
衣

一
年

二
年

三
年

一
年

二
年

三
年

一
年

二
着

二
着

環
境
衛
生
業
務
に
従
事
す
る

職
員
を
除
く
。

一
年

一
年 食

鳥
検
査
に
従
事

す
る
職
員
に
限

る
。

食
鳥
検
査
に
従
事

す
る
職
員
に
限

る
。

と
畜
検
査
又
は
食

鳥
検
査
に
従
事
す

る
職
員
に
限
る
。

と
畜
検
査
又
は
食

鳥
検
査
に
従
事
す

る
職
員
に
限
る
。

環
境
衛
生
業
務
に

従
事
す
る
女
性
職

員
に
限
る
。



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

的
障
害
者
更

生
相
談
所
及

び
わ
か
あ
ゆ

学
園

３

理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
、
言

語
聴
覚
士
及
び
物

理
療
法
技
術
員

運
動
靴

予
防
ズ
ボ

ン シ
ャ
ツ

ト
レ
パ
ン

予
防
衣

シ
ョ
ー
ト

パ
ン
ツ

ト
レ
パ
ン

半
袖
シ
ャ

ツ 長
袖
シ
ャ

ツ 靴

二
足

二
着

二
着

一
着

二
着

一
着

一
着

一
着

一
着
二
足

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年

一
年
一
年

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

７

児
童
自
立
支
援

専
門
員
、
児
童
生

６

児
童
指
導
員

５

看
護
師
、
准
看

護
師
及
び
看
護
助

手
４

診
療
放
射
線
技

師

ス
ポ
ー
ツ

ウ
ェ
ア

ス
ポ
ー
ツ

ウ
ェ
ア

(

上
・
下)

シ
ョ
ー
ト

パ
ン
ツ

ト
レ
パ
ン

半
袖
シ
ャ

ツ 長
袖
シ
ャ

ツ 靴 予
防
衣

看
護
衣

予
防
ズ
ボ

ン 予
防
衣

一
着

一
着

一
着

一
着

一
着

一
着
二
足
三
着
二
着

一
着

二
着

二
年

二
年

一
年

一
年

一
年

一
年
一
年
一
年
一
年

一
年

一
年

わ
か
あ
ゆ
学
園

の
職
員
に
限

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

希
望
が
丘
こ
ど

も
医
療
福
祉
セ

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。

ン
タ
ー
の
職
員

に
限
る
。



別
表
中
三
十
七
の
項
を
三
十
五
の
項
と
し
、
三
十
八
の
項
を
三
十
六
の
項
と
し
、
三
十
九
の
項
を
三

十
七
の
項
と
し
、
同
表
四
十
の
項
を
削
り
、
同
表
中
四
十
一
の
項
を
三
十
八
の
項
と
し
、
四
十
二
の
項

を
三
十
九
の
項
と
し
、
四
十
三
の
項
を
四
十
の
項
と
し
、
四
十
四
の
項
を
四
十
一
の
項
と
し
、
同
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
四
十
九
の
項
を
削
り
、
同
表
中
五
十
の
項
を
四
十
九
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

別
表
五
十
一
の
項
第
二
号
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
表
五
十
九
の
項
を
削
り
、
同
表
中
六
十
の
項
を
五
十
九
の
項
と
し
、
六
十
一
の
項
を
六
十
の

項
と
し
、
六
十
二
の
項
を
六
十
一
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )４

四
十
四

文
化

財
保
護
セ
ン

タ
ー

四
十
三

博
物

館
四
十
二

図
書

館

１

発
掘
調
査
業
務

に
従
事
す
る
職
員

１

展
示
用
資
料
・

標
本
の
収
集
整
理

及
び
製
作
の
業
務

に
従
事
す
る
職
員

１

カ
ウ
ン
タ
ー
業

務
に
従
事
す
る
職

員 活
支
援
員
及
び
心

理
療
法
担
当
職
員

で
、
直
接
児
童
の

指
導
に
当
た
る
こ

と
を
本
務
と
す
る

も
の

作
業
服

(

上
・
下)

予
防
衣

電
磁
波
防

止
エ
プ
ロ

ン 長
靴

運
動
靴

(

上
・
下)

夏
用
・
冬
用

各
一
着(

新

規
採
用
又
は

異
動
に
よ
る

職
種
変
更
の

年
に
限
り
各

二
着)

一
着

一
着

一
足

一
足

二
年

(

新
規
採

用
又

は
異

動
に

よ
る

職
種

変
更

の
年

に
貸

与
さ

れ
た

被
服

に
限

り
四

三
年

一
年

三
年

二
年

わ
か
あ
ゆ
学
園

の
職
員
に
限

る
。

わ
か
あ
ゆ
学
園

の
職
員
に
限

る
。

る
。

六
十
二

リ
ニ

ア
推
進
事
務

所
防
寒
服

防
除
衣

防
除
衣

五
十

病
害
虫

防
除
所

１

現
場
業
務
に
従

事
す
る
職
員
及
び

用
地
業
務
に
従
事

す
る
職
員

１

病
害
虫
防
除
業

務
に
従
事
す
る
職

員
２

発
掘
現
場
の
監

督
に
従
事
す
る
職

員
及
び
整
理
業
務

に
従
事
す
る
職
員

一
着
一
着

一
着

長
靴

防
寒
服

作
業
服

(

上
・
下)

長
靴
防
寒
服

作
業
服

(

上
・
下)

作
業
服

(

上
・
下)

防
寒
服

三
年
二
年

二
年

一
足

一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
足
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

夏
用
・
冬
用

各
一
着

一
着

三
年

三
年

二
年

二
年
三
年

二
年

三
年
三
年
年)

管
理
調
整
業
務

に
従
事
す
る
職

員
を
除
く
。

管
理
調
整
業
務

に
従
事
す
る
職

員
を
除
く
。

管
理
調
整
業
務

に
従
事
す
る
職

員
を
除
く
。



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
通
訳
案
内
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号

岐
阜
県
通
訳
案
内
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
通
訳
案
内
士
法
施
行
細
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

岐
阜
県
観
光
国
際
部
観
光
誘
客
推
進
課｣

を｢

岐
阜
県
観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部

観
光
誘
客
推
進
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
三
十
七
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則(

平
成
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中｢

環
境
生
活
部
県
民
文
化
局
文
化
伝
承
課｣

を｢

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化

伝
承
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
九
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

附
属
機
関
の
委
員
等
の
職
に
充
て
る
職
員
の
職
の
指
定
に
関
す
る
規
程(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
訓
令

甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
岐
阜
県
防
災
会
議
の
部
幹
事
の
項
中｢

清
流
の
国
づ
く
り
政
策
課
長｣

を｢

総
合
政
策
課
長｣

に
、｢

男
女
共
同
参
画
・
女
性
の
活
躍
推
進
課
長
、
商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
長
、
観
光
国
際
政
策

課
長｣

を｢

子
ど
も
・
女
性
政
策
課
長
、
商
工
労
働
政
策
課
長
、
観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
政
策
課
長｣

に

改
め
、
同
表
岐
阜
県
職
員
保
健
審
査
会
の
部
委
員
の
項
中｢

感
染
症
対
策
推
進
課
長｣

を｢

保
健
医
療

課
長
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長｣

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の
部
委
員
の
項

中｢

環
境
生
活
部
長｣

を｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
長｣

に
改
め
、
同
部
幹
事
の
項
中｢

、
私
学
振

興
・
青
少
年
課
長｣

を
削
り
、｢

障
害
福
祉
課
長｣

の
下
に｢

、
私
学
振
興
課
長｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５

訓

令

甲



令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

岐
阜
県
副
知
事
の
担
任
事
務
等
に
関
す
る
規
程(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
七
号)

は
、
廃

止
す
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
一
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
水
資
源
問
題
協
議
会
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
水
資
源
問
題
協
議
会
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
水
資
源
問
題
協
議
会
設
置
規
程(

昭
和
四
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
中｢

清
流
の
国
推
進
部
長｣

を｢

総
合
企
画
部
長｣

に
、｢

環
境
生
活
部
長｣

を｢
環
境
エ
ネ

ル
ギ
ー
生
活
部
長｣

に
、｢

商
工
労
働
部
長

観
光
国
際
部
長｣

を ｢

子
ど
も
・
女
性
部
長

商
工
労
働
部
長

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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